会則

（会の名称）

第1条　この会は「桜江古文書を現代に活かす会」と称する。

（会の設立目的）

第2条　この会は、桜江町に存在する古文書についてさまざまな角度から研究し、桜江の歴史や先人の智恵を知ることで、地方文化の向上に資するとともに、現代社会へ環境にやさしい生活のあり方を提案する事を目的とする。
（会の運営と役員）

第3条 １、この会の運営は会員で構成する総会で選出された運営委員5名で構成する運営委員会が行い、運営委員の中から代表1名、副代表1名、会計責任者1名を互選する。

２、会員は入会申込書にて申込を行ったもので構成する。

３、総会は年1回以上開催し、必要に応じて代表が開催する。

４、運営委員会は、必要に応じて代表が開催する。

５、運営委員会にはこの会の会員であれば自由に参加できるものとする。

６、運営委員の2名以上から開催の要求があった場合は、代表はそのつど総会及び運営委員会を開催する。

７、総会および運営委員会の議決は出席者の半数をもって行う。

（会の会計）

第4条　この会の会計は、会費、寄付金、補助金などで賄う。

　　　　２、会計は会計責任者が行い、総会で選出された会計監査委員2名が監査し、総会に報告する。

３、会費は年額1000円とし、学生は無料とする。

（会の事業）

第5条　この会の事業は、会の設立目的に沿ったものを運営委員会で計画を立て、随時事業を行っていく。実施した事業内容は総会で報告し、承認を得る。

（会の事務局）

第6条　この会の事務局は、松江市一の谷町14-15　国井加代子方に置く。

（付則）

　　　　この会則に定めのないものは、代表が運営委員会で協議して決定する。
　　　　この会則は平成19年　6月　1日より始まる。

　

